
事業主のみなさまへ 

 

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う 

障害者雇用納付金制度に基づく助成金の支給の特例について 

 

今般の新型コロナウイルス感染症の影響による休業などの取組状況に鑑み、

障害者雇用納付金制度に基づく助成金について、以下の特例を実施します。 
 

 

Ⅰ 特例の内容  

 

１ 認定申請・支給請求の特例 

令和２年２月１日以降に認定申請期限又は支給請求（支給申請を含む。以

下同じ。）期限が到来する助成金について、新型コロナウイルス感染症の影

響による休業や全社在宅勤務の対応措置等を講じたことにより定められた期

限までに助成金の認定申請又は支給請求をすることができない場合、個別に

事情を確認した上で、やむを得ないと認められるものについては、期限を越

えて認定申請又は支給請求をすることができます。 
 

対象助成金：全助成金 

 

 

２ 支給対象障害者が休業せざるを得ない場合の特例 

新型コロナウイルス感染症の影響により対象障害者が休業せざるを得ない

が、その休業中も支給対象措置を維持する場合（賃借契約を中断できない場

合等）であって、当該障害者の円滑な職場復帰のために措置を継続している

場合、対象障害者の雇用維持の観点から休業中も当該措置について支給対象

とします。 

（１）支給対象障害者の出勤日について、次のイ及びロの場合においても、

出勤した日とみなします。 

イ 新型コロナウイルス感染症の感染により支給対象障害者を休業させて

いる場合（労働基準法第 26 条による休業手当の支給が必要のない場合に

限る。） 

ロ 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う経済上その他間接的な理由に

より、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、支給対象障害者の雇

用を維持するため支給対象障害者を休業させている場合（当該事業所が

雇用保険法（昭和 49 年法律第 116 号）第 62 条第１項第１号に規定する

雇用調整助成金（以下「雇用調整助成金」という。）の支給を受けてい

る場合を含む。） 

 

 

 



 

対象助成金：第２種作業施設設置等助成金 

重度障害者等通勤対策助成金（住宅の賃借助成金、駐車場の賃 

借助成金）                      

 

 

（２）支給対象となる措置を支給対象障害者の円滑な職場復帰のために継続

している場合に限り、次のイ及びロの場合を出勤日とみなし、イ及びロに

より全休となった月を支給対象月とすることができます。 

※ 支給対象障害者が休業している場合であって、職業コンサルタント、在宅勤務コ

ーディネーター、職場支援員、企業在籍型職場適応援助者の賃金（割増賃金の基礎

となる賃金。なお休業手当は含まない。）が支払われている場合はこれを支給対象

費用とします。 

イ 新型コロナウイルス感染症の感染により支給対象障害者を休業させて

いる場合（労働基準法第 26 条による休業手当の支給が必要のない場合に

限る。） 

ロ 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う経済上その他間接的な理由に

より、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、支給対象障害者の雇

用を維持するため支給対象障害者を休業させている場合（当該事業所が

雇用調整助成金の支給を受けている日を含む。） 
  

対象助成金：障害者介助等助成金(職業コンサルタントの配置助成金、在宅  

勤務コーディネーターの配置助成金、職場支援員の配置助成

金、職場復帰支援助成金） 

      職場適応援助者助成金（企業在籍型職場適応援助者助成金） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３ 支給対象障害者の出勤日数（時間）の短縮を余儀なくされた場合の特例 

助成金の受給資格の認定を受けた後に、新型コロナウイルス感染症対策（密

集の回避）として対象障害者に出勤制限をかけたことに伴い、支給請求対象

期間又は対象障害者等雇用継続義務期間における実態の労働時間が８０時間

（精神障害者にあっては６０時間）以上の月が半分を超えない場合であって、

当該期間中に支給対象措置を実施したものについて支給対象とするものとし

ます。 
 

対象助成金： 

支給請求対象期間中である次の助成金 

障害者介助等助成金（職場介助者の配置又は委嘱助成金、職場介助者の配

置又は委嘱の継続措置に係る助成金、手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱

助成金、健康相談医師の委嘱助成金、職業コンサルタントの配置助成金、

在宅勤務コーディネーターの配置助成金、職場支援員の配置又は委嘱助成

金、職場復帰支援助成金） 

職場適応援助者助成金（訪問型職場適応援助者助成金、企業在籍型職場適

応援助者助成金） 

重度障害者等通勤対策助成金（重度障害者等用住宅の賃借助成金、住宅手

当の支払助成金、通勤用バス運転従事者の委嘱助成金、駐車場の賃借助成

金） 

  対象障害者等雇用継続義務期間中である次の助成金 

障害者作業施設設置等助成金 

障害者福祉施設設置等助成金 

重度障害者等通勤対策助成金（通勤用バスの購入助成金、通勤用自動車の

購入助成金） 

重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金 

 

 

４ 新型コロナウイルス感染症の影響のために対面での面談及び支援が困難

な場合の特例 

  ＩＣＴ機器（顔や声、動作がわかるツールとし、メールや電話のみの連

絡は除きます。）を活用した遠隔での支援により、一定の支援の質の担保

が見込まれる場合は、支給対象となる支援を実施したとみなします。   

  対象助成金： 

  障害者介助等助成金（職場支援員の配置又は委嘱助成金） 

  職場適応援助者助成金（訪問型職場適応援助者助成金、企業在籍型職場

適応援助者助成金） 

 

 

 

 

 



 

Ⅱ 特例の実施期間について 

 

 令和２年２月１日から令和４年９月３０日まで 

（職場支援員の配置又は委嘱助成金、職場復帰支援助成金、職場適応援助者助

成金については、令和３年４月１日から令和４年９月３０日まで） 

 

 

令和４年６月２４日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※助成金を支給するためには、助成金ごとに定められた要件を満たす必要があります。 

 助成金の詳しい内容につきましては、下記までお問い合わせください。 

お問合せ先 

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 

・障害者助成部 助成管理課  TEL 043‐297‐9504 

・事業所の所在する都道府県の高齢・障害者業務課 

（東京、大阪は高齢・障害者窓口サービス課） 

https://www.jeed.go.jp/location/shibu/index.html 


